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令和 7 年度 第 12 回 綾川町農業委員会会議録 

 

農委告示 第 1号 

令和 7 年度 第 12回 農業委員会を次のとおり招集する。 

 

令和 8年 3月 23日 

 農業委員会会長 笹川 武義 

 

召 集  令和 8年 3 月 23日 

場 所  綾川町綾南農村環境改善センター 

開 会  令和 8年 3 月 23日  午後 1時 30分 

閉 会  令和 8年 3 月 23日  午後 2時 44分 （会期１日） 

 

第１日目（3月 23 日）     出席委員   18名 

1 番 笹川 武義 8番 滝川 廣男 15番 長川 富雄 

2 番 國重 義廣 9番 三好 直樹 16番 松岡 正広 

3 番 末長 憲二 10番 金滝 耕治 17番 松内 利和 

4 番 長尾 清 11番 川西 正廣 18番 藤重 英子 

5 番 西川 謙三 12番 丸尾 説男 19番  

6 番 中島 美紀 13番 福家 範行   

7 番 佐藤 裕子 14番 横井 博美   

 

農地利用最適化推進委員     0名参加  

 

 議事録署名委員 

      16番  松岡 正広  委員、 18番  藤重 英子  委員 

  

  

  

公務のため出席した者の職氏名 

    事務局長代理 葛西 謙一  主査 松田 祐季  主査 岩部 有起 

 

傍聴人 0人 



議 事 日 程 

  

 

令和 8年 3月 23 日 

 

第 1 会期の決定について 

第 2 議事録署名委員の指名について 

第 3 議案第 1 号 農地法第 3条（農業委員会）について 

第 4 議案第 2 号 農地法第 4条（県知事）について 

第 5 議案第 3 号 農地法第 5条（県知事）について 

第 6 議案第 4 号 農用地利用集積等促進計画の公告について（一括契約） 

第 7 議案第 5 号 農業経営改善計画の認定（町）について 

第 8 議案第 6 号 青年等就農計画の認定について 

第 9   議案第 7号 特定農地貸付法に関する農地法等の特例に関する法律第３条の 

規定による承認申請について 

第 10 議案第 8 号 令和８年度最適化活動の目標の設定について 

第 11 報告第 1 号 農地法第 18条（通知）について 

 

  



令和 8年 3月 農業委員会議事録 

 

午後 1時 30分  開会 

 

職務代理 

   みなさま、こんにちは。定刻が参りましたので、ただいまから令和７年度第１２回農業委員会を

開催します。出席者の方へのお願いです。携帯電話をお持ちの方は、本会開催中、マナーモード若

しくは、電源をお切りいただきますようお願いいたします。 

それでは、会長よりご挨拶お願いします。 

 

会長 

【挨拶】 

 

職務代理 

ありがとうございました。続きまして、事務局よりご挨拶をお願いします。 

 

事務局 

【挨拶】 

 

職務代理 

ありがとうございました。それでは、議事に移ります。議事進行につきましては、通例により、

笹川会長、お願いします。 

 

議長 

それでは議事に移ります。 

本日の欠席者はいません。 

よって、農業委員出席者は、１８名です。会期の決定ですが、会期は本日１日限りといたします。

なお、「議事録署名委員の指名について」ですが、私の方で指名してよろしいでしょうか。 

 

委員一同 

はい。 

 

議長 

本日の議事録署名人には、16番 松岡 正広（まつおか まさひろ）委員 

18番 藤重 英子（ふじしげ えいこ）委員 

を指名します。 

 

 

 



議長 

本日の議案の審議に移ります。議案第 1 号について、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 1号、農地法第３条の規定による許可申請について説明致します。農地法 3条は農地の所

有権の移転や権利の設定・移転に関する審査となっております。今月は 5件です。 

 

議案第 1号-1 

地 図： ■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 20 万円 

申請地： ■■■■■■■■■  田 604 ㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

 申請に至った理由ですが、申請地は譲受人が借受け耕作をしてきた農地であり、この度貸借期間

満了により意向を確認した際、譲渡人より売却の意向があり、譲受人も購入に承知したため、本申

請に至ったものです。 

譲受人の経営面積は自作地が 7,234 ㎡、借入地が 604 ㎡、合計 7,838 ㎡あり、経営農地は全て適

切に維持管理されております。 

取得後の営農計画としては、野菜の作付けを予定しております。 

譲受人の農作業歴は 70 年、農作業の従事日数は 180 日で、機械の所有状況については、トラク

ター、耕運機、軽トラックが各 1台、農舎が 30㎡あります。 

野菜の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は自宅から 0.1 ㎞、徒歩で 3 分であり、通作可能な圏内に居住している

ものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当しないこと

から、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号-2 

地 図： ■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 52 万 2900円 

申請地： ■■■■■■■■■  田 1,743㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

申請に至った理由ですが、譲渡人は高齢のため農地の管理に苦慮し手放すことを検討していたと

ころ、近隣に居住する譲受人が購入し管理することで話がまとまり、本申請に至ったものです。 

譲受人の経営面積は自作地が 5,989㎡あり、経営農地は全て適切に維持管理されております。譲

受人の農作業歴は 57年、農作業の従事日数は 200 日で、機械の所有状況については、トラクター、



コンバイン、耕運機、田植機、軽トラックが各 1台、農舎が 66㎡あります。 

水稲の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は自宅から 0.1 ㎞、徒歩で 1 分であり、通作可能な圏内に居住している

ものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当しないこと

から、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号-3 

地 図： ■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 特定遺贈 

申請地： ■■■■■■■■■  田 1,543㎡ 外 4筆 合計 6,053㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

申請に至った理由ですが、土地所有者が■■■■■に亡くなっており、生前に遺言公正証書を作

成していたため、遺言執行人がその公正証書に基づき手続きを行うものです。公正証書の中で申請

地については、譲受人に遺贈する旨の記載がされていることから、特定遺贈の際に必要となる農業

委員会の許可を得るために申請に至りました。 

譲受人の経営面積は自作地が 308㎡あり、所有農地は全て適切に維持管理されております。 

取得後の営農計画としては、水稲、果樹の作付けを予定しております。 

譲受人の農作業歴は 3年、農作業の従事日数は 250日で、機械の所有状況については、トラクタ

ー、コンバイン、耕運機、田植機を各 1台、知人農家よりリースする計画であります。 

水稲、果樹の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は自宅から 0.6 ㎞、車で 3分であり、通作可能な圏内に居住しているも

のと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当しないこと

から、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号-4 

地 図： ■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 無償譲渡（交換） 

申請地： ■■■■■■■■■  畑 1,246㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

申請に至った理由ですが、申請者は自宅からの距離や周辺農地の所有状況を鑑み今後の管理のし

やすさのために、両者の所有する農地を交換することとしました。本申請は■■■■■の農地を■

■■■■が譲り受ける申請、次に説明する案件第 5号は■■■■■の農地を■■■■■が譲り受け

る申請となっております。 



譲受人の経営面積は自作地が 1,147㎡あり、所有農地は全て適切に維持管理されております。ま

た、貸付地が 11,403 ㎡ありますが、これらは効率的に利用できるよう地域の農業者へ一括で貸し

付けているものであり、農地は効率利用されているものと判断いたします。 

取得後の営農計画としては、野菜の作付けを予定しております。 

譲受人の農作業歴は 50 年、農作業の従事日数は 150 日で、機械の所有状況については、トラク

ター、耕運機、テイラー、軽トラックを各 1台、農舎を 50㎡所有しております。 

野菜の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は自宅から 10m、徒歩で 1 分未満の隣接地であり、通作可能な圏内に居

住しているものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当しないこと

から、許可相当と考えます。 

 

議案第 1号-5 

地 図： ■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 無償譲渡（交換） 

申請地： ■■■■■■■■■  田 2,086㎡ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

申請に至った理由ですが、先ほどの案件でも説明したように、申請者両名の所有地を交換するも

のです。 

譲受人の経営面積は、自作地が 20,206 ㎡あり、所有農地は全て適切に維持管理されております。 

取得後の営農計画としては、水稲の作付けを予定しております。 

譲受人の農作業歴は 40 年、農作業の従事日数は 150 日で、機械の所有状況については、トラク

ター、乾燥機を４台、コンバイン、軽トラックを 2台、耕運機、田植機を 1台、農舎を 200㎡所有

しております。 

水稲の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は自宅から 0.3m、車で 1分であり、通作可能な圏内に居住しているもの

と考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当しないこと

から、許可相当と考えます。 

 

以上、ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

議長 

議案第 1号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

なし 



 

議長 

続きまして、議案第 2号について、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

それでは、議案第 2号「農地法第４条の規定による許可申請」について説明致します。農地法第

４条とは農地の所有者が自らその農地を別の用途（住宅、駐車場など）に転用する際の手続きを定

めたものです。 

今月は 1件です。 

 

議案第 2号－1 

地図・図面： ■■■■■■■ 図面番号 4条－1 

権利設定 ： 使用賃貸借権設定 

申請地  ： ■■■■■■■■■ 田 58㎡ 合計 58 ㎡ 

併用地  ： ■■■■■■■■■ 宅地 499.62㎡  総合計 557.62㎡ 

農地区分 ： 2 種農地 

申請者  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転用目的 ： 宅地拡張 

用途   ： 宅地拡張 

施設の概要： 住宅２階建１棟 117.77㎡、納屋 1棟 17.86 ㎡、カーポート 71.78 ㎡ 

（全て既存） 

利用率  ： 敷地面積 557.62 ㎡、建築面積 207.41 ㎡ 37.20％（≧30％） 

資金内訳 ： 新たな資金計画はなし 

工事期間 ： H22年 

造成   ： 新たな造成はなし 

雨水   ： 併用地の既設桝に集水後、地先水路へ放流 

汚水   ： 合併浄化槽にて処理後、地先水路へ放流 

他法令許可： 該当なし 

水利   ： ■■■水利組合 

隣接同意 ： ■■■■■■■■■ 

       ■■■■■■■■■ 

始末書  ： あり 

 

申請人は■■■■■、家財道具が増え納屋が必要になったため無断で農地部分を一体利用してい

ましたが、転用申請や登記地目の変更までには至っていなかったので今回申請に至りました。 

近隣への影響等はなく、面積等規模も妥当であることから問題ないと思われます。 

以上、ご審議のほど、よろしくお願い致します。 

 

議長  



議案第 2号について、ご質問はございませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

続きまして、議案第 3号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

それでは、議案第 3号「農地法第５条の規定による許可申請」について説明致します。農地法第

５条とは農地の所有権や貸借権などの権利を他人に移す（売る・貸す）場合に、農地を農地以外別

の用途（住宅、駐車場など）に転用する際の手続きを定めたものです。 

今月は 3件です。 

 

議案第 3号－1 

地図・図面： ■■■■■■■ 図面番号 5条－1 

権利設定 ： 所有権移転 

申請地  ： ■■■■■■■■■ 田 632㎡ 合計 632㎡ 

併用地  ： なし 総合計 632㎡ 

農地区分 ： 3 種農地 

譲渡人  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転用目的 ： 非農家の自己住宅・貸駐車場 

用途   ： 非農家の自己住宅・貸駐車場 

施設の概要： 住宅平屋建１棟 113.24㎡ 

利用率  ： 敷地面積（住宅部分）397 ㎡、建築面積 113.24㎡ 28.52％（≧22％） 

資金内訳 ： 土地代 400 万円、造成費 300 万円、建築費 2,500 万円 

合計 3,200万円 

＜内訳＞自己資金 0万円、借入金 3,200 万円 

工事期間 ： R8.5.10～R8.12.31 

造成   ： 良質花崗土による盛土 H=0.2～0.3ｍ 

切土 なし 

コンクリート擁壁 なし 

法面 1：1.80 

雨水   ： 東側へ勾配をとり、北及び南端に２か所ため桝を設置し、既存排水溝から農業用水

路へ放流 

汚水   ： 合併浄化槽 

他法令許可： 埋蔵文化財関係で町生涯学習課と協議中 

水利   ： ■■■水利組合 



隣接同意 ： ■■■■■■■■■ 

始末書  ： 該当なし 

 

申請地附近は、■■■■■から 300ｍ以内にある第３種農地になり、原則転用可の農地です。申

請人は、現在は妻の実家に居住していますが、子供の成長や将来に備えて自己住宅を建築したいと

考えました。現在勤務する実父の会社の近隣で、生活環境に慣れており様々な面において利便性が

高いため土地を選定していました。また一部を勤務先である実父の会社の駐車場用地として造成予

定です。駐車台数は 5 台を予定しております。荷物の搬出入など接道している町道の幅員が 2ｍ程

度で近隣住民に迷惑がかかることもあり、今後の事業の伸びを考え確保することにしました。地権

者の方とも売買で合意できたため申請に至りました。近隣への影響等はなく、面積等規模も妥当で

あることから問題ないと思われます。 

 

議案第 3号－2 

地図・図面： ■■■■■■■ 図面番号 5条－2 

権利設定 ： 使用賃貸借権設定 

申請地  ： ■■■■■■■■■ 田 424㎡ 合計 424㎡ 

併用地  ： なし 総合計 424㎡ 

農地区分 ： 2 種農地 

譲渡人  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転用目的 ： 分家住宅 

用途   ： 分家住宅 

施設の概要： 住宅平屋建１棟 133.36㎡ 

利用率  ： 敷地面積 424 ㎡、建築面積 133.36㎡ 31.45％（≧22％） 

資金内訳 ： 土地代 0万円、造成費 500 万円、建築費 6,000万円 

合計 6,500万円 

＜内訳＞自己資金 0万円、借入金 6,500 万円 

工事期間 ： R8.5.1～R9.4.30 

造成   ： 盛土 H=0.17～0.42ｍ 

切土 なし 

コンクリート擁壁 0.80ｍ 

法面 なし 

雨水   ： 最終桝の集水後、西側地先水路へ放流 

汚水   ： 合併浄化槽にて処理後、西側地先水路へ放流 

他法令許可： 町建設課と協議中 

水利   ： ■■■水利組合 

隣接同意 ： ■■■■■■■■■ 

       ■■■■■■■■■ 

始末書  ： 該当なし 



 

議案第 2 号－1 の関連議案になります。申請人は、現在夫婦で借家にて暮らしていますが、家財

道具が増え、現在の住宅では手狭になったこと、また将来子どもの面倒を看てもらい、両親の老後

を看る必要があったため実家近くに新たに住宅を新築する計画をしました。父の所有地の中で候補

地を検討した結果、営農への影響も軽微であり、最も計画地に適していると判断したため選定に至

りました。近隣への影響等はなく、面積等規模も妥当であることから問題ないと思われます。 

 

議案第 3号－3 

地図・図面： ■■■■■■■ 図面番号 5条－3 

権利設定 ： 所有権移転 

申請地  ： ■■■■■■■■■ 畑 135㎡ 外 1筆 合計 199 ㎡ 

併用地  ： ■■■■■■■■■ 宅地 767.69㎡ 総合計 966.69 ㎡ 

農地区分 ： 2 種農地 

譲渡人  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転用目的 ： 宅地拡張 

用途   ： 住宅への進入路 

施設の概要： 住宅平屋建１棟 155.52㎡（既存） 

       物置平屋建１棟 75.20㎡（既存） 

利用率  ： 敷地面積 966.69 ㎡、建築面積 230.72 ㎡ 30.05％（≧30％） 

資金内訳 ： 宅地含め支払い済み 所有権の移転のみなので新たな資金計画はなし 

工事期間 ： S44.4.1～S44.4.30 

造成   ： 新たな造成はなし 

雨水   ： 既設ため桝 

汚水   ： 単独浄化槽 

他法令許可： 該当なし 

水利   ： ■■■水利組合 

隣接同意 ： ■■■■■■■■■ 

       ■■■■■■■■■ 

始末書  ： あり 

 

■■■■■、車を購入したことで住宅への進入路が必要になり造成しました。この度、無断転用

状態であることが発覚し、解消するために申請に及んだものです。本申請地において未申請のまま

造成に着手してしまっていることを反省し、適切な手続きを行うことの始末書が添付されています。 

 

以上、ご審議のほど、よろしくお願い致します。 

 

議長 

議案第 3号についてご質問はありませんか。 



 

委員一同 

なし 

 

議長 

続きまして、議案第 4号について、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

はい。議案第 4 号農地機構を通じた利用権設定について説明します。 

契約件数：  118件  合計  149,365 ㎡ 

新規契約：  2～4、8～19、23、25～26、57～70、73～118番 78件 88,899㎡  

更新契約：  1、24、27～44、46～56、71～72番  33件 55,212 ㎡ 

    移転・再貸付： 5～7、20～22、45番  7件  5,254 ㎡ 

貸付先は、記載のとおりとなっております。 

 

以上、審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

議案第 4号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

続きまして、議案第 5号についてですが、案件第 2号に、■■■委員に関係する案件が含まれて

いますので、審議の間、ご退室をお願いします。 

 

【 退室 】 

 

議長 

それでは、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

はい、農業経営改善計画の認定について説明します。今月は、更新 7件の申請がありました。先

に案件第 2号を説明します。案件第 1号から順に、説明します。 

 

議案第 5号-2（更新） 

  申請者   ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

住所    ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 



生年月日  ： ■■■■■■■■■ 

  作目・部門名：（Ｒ13目標） 別紙のとおり 

農業経営等に関する目標：（Ｒ13目標） 

  目標所得  ： 400万円 

  年間労働時間： 2,000時間 

 

肥育期間を見直し中のため一時的に出荷頭数が減少している。今後は、飼養管理の改善や肥育期

間の見直しにより品質と収量の安定化を目指す。配合飼料と牧草価格が５年前の２倍になり、経営

利益を圧迫している。価格に転嫁しようにもなかなか上手くいかず苦心しているが、専門家に相談

しながら経営改善に取り組んでおり今後も継続する。先に行われた綾川町農地再生協議会担い手部

会でも問題なく承認されています。 

 

議長 

案件第 2 号につきまして、何か質問はありませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

それではさきに採決を行います。 

議案第 5 号の案件第 2号について、賛成する方の挙手を求めます。 

 

委員一同 

挙手全員 

 

議長 

挙手全員と認めます。この案件は可決されました。■■■委員は、入室の上、ご着席下さい。 

 

【 入室 】 

 

議長 

事務局より、残りの案件につきまして説明を求めます。 

 

事務局 

先ほどご審議いただいた案件を除く残りの案件について説明します。 

 

議案第 5号-1（更新） 

  申請者   ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

住所    ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 



設立年月日 ： ■■■■■■■■■ 

  作目・部門名：（Ｒ13目標） 別紙のとおり 

農業経営等に関する目標：（Ｒ13目標） 

  目標所得  ： 370万円 

  年間労働時間： 2,000時間 

 

７～８月の■■■が高い時期に出荷頭数が少ない。酷暑対策を行い出荷頭数を確保し安定生産に

努める。雇用を活用し労働力を確保しているが、今後も効率化を図るとともに雇用を活用し労働時

間の削減に努める。先に行われた綾川町農地再生協議会担い手部会でも問題なく承認されています。 

 

議案第 5号-3（更新） 

  申請者   ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

住所    ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

設立年月日 ： ■■■■■■■■■ 

  作目・部門名：（Ｒ13目標） 別紙のとおり 

農業経営等に関する目標：（Ｒ13目標） 

  目標所得  ： 570万円 

  年間労働時間： 1,300時間 

 

担い手不足地の田を借り入れているため、すべての農地が耕作に適しているわけではなく、狭小

地や排水が悪い農地があり、常時多湿のため作付けできない農地もある。また、天候に左右されや

すく、収量・品質も安定しにくい。そのため、機械化による省力化と作業効率の向上に努めること

により、農地の排水対策改善を行い、栽培技術の向上により作物の収量・品質向上を図る。また、

農事従事者の新たな担い手を確保していく必要がある。技術を継承できる農事従者者（後継者）の

確保・育成を図るため、技術を継承できる農事従事者の確保・育成に努める。また、農作業繁忙期

の臨時雇用の体制を構築できるように努める。先に行われた綾川町農地再生協議会担い手部会でも

問題なく承認されています。 

 

議案第 5号-4（更新） 

  申請者   ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

住所    ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

設立年月日 ： ■■■■■■■■■ 

  作目・部門名：（Ｒ13目標） 別紙のとおり 

農業経営等に関する目標：（Ｒ13目標） 

  目標所得  ： 1,000万円 

  年間労働時間： 2,000時間 

 

県オリジナル品種の■■■■■■■■■■■■の生産量を増すとともに安定した生産を目指す。

■■■■■■■■■■■■■■に取り組んでいる。ＩＣＴを利用したクラウド上でのデータ収集、



蓄積を行い生産環境の見える化を行い合理化を図る。今後は環境制御システムを導入して生産技術

の向上、遠隔操作による労働時間の短縮や経営規模の拡大も検討する。期間雇用で仕事に応じた対

応をしているので雇用が不安定で、雇用者側からも不安の声がある。シフト制の導入により複数の

農業者間でのシフト連携を図ることで、安定的な雇用を目指したい。先に行われた綾川町農地再生

協議会担い手部会でも問題なく承認されています。 

 

議案第 5号-5（更新） 

  申請者   ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

住所    ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

生年月日  ： ■■■■■■■■■ 

  作目・部門名：（Ｒ13目標） 別紙のとおり 

農業経営等に関する目標：（Ｒ13目標） 

  目標所得  ： 600万円 

  年間労働時間： 2,000時間 

 

夏から秋にかけて高温が続くため、花芽分化が安定しない。夜冷施設を利用して年内の収量を確

保し有利販売につなげたい。適正な規模で安定した農業経営が行えている。家族経営協定の締結し

ており、今後は必要に応じて見直しを行う。先に行われた綾川町農地再生協議会担い手部会でも問

題なく承認されています。 

 

議案第 5号-6（更新） 

  申請者   ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

住所    ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

生年月日  ： ■■■■■■■■■ 

  作目・部門名：（Ｒ13目標） 別紙のとおり 

農業経営等に関する目標：（Ｒ13目標） 

  目標所得  ： 390万円 

  年間労働時間： 2,000時間 

 

高温障害や炭疽病の発生により収量が不安定である。栽培管理や病害虫防除の徹底により収量の

増加、品質の向上を図り、所得の増加を目指す。また、全体的な作業効率の見直しを行い、作業性

を高め労働力の有効利用を図る。技能実習生の受け入れや雇用を活用しているが、十分な休みが取

れていない。円滑なシフト管理で無理のない作業環境を作りたい。先に行われた綾川町農地再生協

議会担い手部会でも問題なく承認されています。 

 

議案第 5号-7（更新） 

  申請者   ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

住所    ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

生年月日  ： ■■■■■■■■■ 



  作目・部門名：（Ｒ13目標） 別紙のとおり 

農業経営等に関する目標：（Ｒ13目標） 

  目標所得  ： 440万円 

  年間労働時間： 2,000時間 

 

炭酸ガス発生装置、循環扇を設置しハウス内の環境改善を行い、大玉生産に努めるとともに、様々

な作業を効率化して省力化を図る。パック詰めに時間を要しているため作業場の改築、レイアウト

変更を行い、作業効率を上げ従事時間の縮減に努める。また、大玉生産に取り組むことでも作業性

を向上させる。育苗施設が狭いため近年の高温による苗品質が低下し定植・収穫量に大きく影響し

ている。 

育苗施設を増設し、健全な苗作りのため、補助事業、制度資金等の活用を検討する。先に行われ

た綾川町農地再生協議会担い手部会でも問題なく承認されています。 

 

以上、審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

議案第 5号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

続きまして、議案第 6号について、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

それでは、議案第 6号青年等就農計画の認定について説明します。今月は申請が１件です。 

 

議案第 6号－１ 

申請者   ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

住所    ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

生年月日  ： ■■■■■■■■■ 

  作目・部門名：（Ｒ12目標） 別紙のとおり 

農業経営等に関する目標：（Ｒ12目標） 

  目標所得  ： 260万円 

  年間労働時間： 2,400時間 

 

中古施設を借入して設備投資を抑えて■■■■■■■■■を開始する。 

制度資金等を活用して機械施設等を整備し効率化を図り安定した経営を目指す。 

■■■■の技術・知識の習得状況ですが、令和 7年 4月から令和 8 年 3月まで■■■■■■■■



■で■■■■の生産、栽培から出荷までの基礎知識・技術、また■■■■■の収穫作業等に関する

研修を受けています。先に行われた綾川町農地再生協議会担い手部会でも問題なく承認されていま

す。 

 

以上ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

 

議長 

議案第 6号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

続きまして、追加議案として議案第 7号について、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 7号、特定農地貸付による農地法等の特例に関する法律第３条の規定による承認申請につ

いて説明します。今月は 1 件です。 

なお、この法律は、都市住民等への趣味的な利用を目的とした農地の貸付けについて、農地法に

関する特例を措置する法律です。法律に定める「特定農地貸付け」の要件を満たす場合、市町村が

農地を借りて市民農園を運営したり、企業やＮＰＯ法人などが市町村等と貸付協定を締結し農地を

借りて市民農園を開設することができます。 

 

議案第 7号－1 

 地図・図面：■■■■■■■ 

 貸付人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

借受人： 綾川町滝宮   綾川町 

申請地： ■■■■■■■■■ 田 895 ㎡のうち 853㎡ 

利用目的： 貸農園 

賃 料： 年額 10,000 円/10a 

 

申請人である綾川町は、農業者以外の者が野菜や花を栽培して、自然に触れ合うとともに、農業

に対する理解を深めるため、遊休農地の有効利用等を目的に、レクリエーション農園の貸付けを行

っております。 

令和 8年 3月 31 日をもって■■■■■■■の契約期間が満了となるため、4年間の契約更新申請

をするものです。 

 

【期間】 令和 8 年 4月 1 日～令和 12年 3 月 31日 4年間（更新） 



【事業内容】 

 ・貸付期間  １年 

・区画面積  30㎡ 

・利用料  2,000円/区画・年間    

 

以上、ご審議の程よろしくお願いします。 

 

議長 

議案第 7号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

続きまして、追加議案として議案第 8号について、事務局より説明を願います。 

 

事務局 

それでは、議案第 8 号「令和 8 年度の目標の設定について」説明します。この内容については、

農業委員会法により公表することとなっています。 

令和 8年度の最適化活動の目標の設定等についてです。 

令和 8年 4月 1 日現在の概要は、総農家数 1,670戸、基幹的農業従事者数 1,083 人、認定嚢業者

数は 89 経営体となっております。農家数及び農業従事者数については直近の農林業センサスに基

づく数値です。 

続いて最適化活動の成果目標です。 

（1）農地の集積についてですが、こちらは現時点では集積面積、集積率が確定していないため、

昨年の数値を記載しております。現時点で未確定の数字については、確定後数値を修正し、公表す

ることとします。課題については、記載しているように基盤整備事業の実施地区においては担い手

への集積・集約化が進んでおりますが、大規模経営を行う担い手が少なく、担い手全体として高齢

化も見受けられるため、新たな担い手特に若年層の担い手確保が急務となっている状況です。 

続いて最適化活動の目標ですが、こちらも同様に現時点では未確定となっておりますので昨年の

集計した数値を記入しております。集積率につきましては、令和 12 年度に 67％にすることを香川

県が掲げていることから、その目標を綾川町にも当てはめることには変わりありません。今後 6年

間で集積率を 67％へもっていくため、現状との差を残年数で案分して今年度の集積率の目標及び、

新規集積の面積を決定することとなります。 

（2）遊休農地の解消ですが、こちらも現段階では集計が確定していないため昨年の集計した数

値を記入しています。 

目標については、昨年の目標数値と同様に緑区分の遊休農地の解消については令和 3年度の 28ha

に対して解消目標面積をその 5分の 1である 6haとしています。 

黄区分の遊休農地については令和 3 年度において 24ha でしたので、引き続き補助制度の周知や



地域での基盤整備事業の活用等も含めて検討を行っていき解消に向けて取り組んでいきます。 

（3）新規参入の促進ですが、令和 7年度の新規参入者については、認定新規就農者となった 2 名

を記入しております。課題としては、依然としてまとまった面積を借りられる場所が少ないため、

引き続き、農地の集積を進めるに当たってまとまって借りられる農地の情報把握に努めるものとし

ます。 

②の目標では新規参入者への貸付け等について農地所有者の同意を得た上で公表する農地の面

積（借りたい人がいたら貸しますと承諾を得た農地）を農業委員会全体で 11.5ha（1人当たり0.30ha）

とします。 

続いて、最適化活動の活動目標です。 

まず 1 人当たりの活動日数は昨年と同様に 8 日/月とします。これは 1 日 8 時間活動をするとい

う訳ではなく、何分でも活動した日は活動日として集計し、活動記録をつけます。 

（2）の活動強化月間ですがこちらも昨年同様に 8月、11月、3月の 3回設定します。8月には農

地パトロールが行われる予定ですので、その活動と併せて耕作者の意向把握や農地機構への流動化

を推進するよう設定しました。11月、3月については、次の（3）新規参入相談会への参加目標にも

関係することですが、新規就農者相談会を実施しますので、就農希望地区の農業委員等に参加をお

願いするように設定しました。 

 

以上審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

議案第 8号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

続きまして、報告第 1号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

報告第１号、農地法第 18条の規定による合意解約の届出について説明します。今月は 4件で

す。 

 

報告 1－1 

賃貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

申請地：■■■■■■■■■ 畑 1,077 ㎡外 5筆 合計 5,852 ㎡ 

解約日：令和 8年 1月 15日 

説 明：小作目的の利用権の解約で、離作補償はありません。 

 



報告 1－2 

賃貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

申請地：■■■■■■■■■ 田 1,003 ㎡ 

解約日：令和 8年 2月 24日 

説 明：公正証書に基づく特定遺贈のために残存小作権を解約するもので、離作補償はありません。 

 

報告 1－3 

賃貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

申請地：■■■■■■■■■ 田 991 ㎡ 

解約日：令和 8年 2月 28日 

説 明：転用目的による解約で、離作補償はありません。 

 

報告 1－4 

賃貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

申請地：■■■■■■■■■ 田 307 ㎡外 2筆 合計 2,084㎡ 

解約日：令和 8年 2月 28日 

説 明：転用目的による解約で、離作補償はありません。 

 

以上です。よろしくお願いします。 

 

議長 

報告第 1号について、ご質問はありませんか。 

 

委員一同 

なし 

 

議長 

以上ですべての議案についての説明、質疑が終了しました。 

それでは、採決に入ります。 

本日提案された議案の内、議案第 5号の第 2号を除く、第 1号議案から第 8号議案について、原

案通り賛成する方の挙手を求めます。 

 

委員一同 

   全員挙手 



 

議長 

   全員の方の挙手をいただきましたので、議案はすべて承認されました。以上で本日の日程はすべ

て終了しました。ありがとうございました。 

 

職務代理 

本日も各委員さんのご協力により定例農業委員会が無事終了致しました。慎重なご審議ありがと

うございました。それでは、第１２回定例農業委員会を閉会いたします。 

 

午後 2時 44分       閉会 


